
自転車通学の許可について（家庭保管用） 
 

佐賀市立小中一貫校思斉館中学部  校長 野中 康枝 

 

  本校では，登下校の際に自転車を使用することができます。道路交通法と下記の規則を厳守し，ルール

やマナーを守り，安全に登下校ができる場合のみ，自転車通学の許可を出すことができます。 

  下記の注意事項と自転車の整備状態を生徒・保護者で十分に確認を行い，右様式の「自転車通学許可申

請書」に住所，生徒と保護者の氏名，ステッカー番号，防犯登録番号を記入して学校へ提出をしてくださ

い。提出は 4月 6日（水）新しい学級担任へ提出してください。 

  自転車の整備に関しましては，下記のチェック事項により保護者様も一緒に確認してください。4月に

自転車点検を行いますので，不備のないようによろしくお願いします。 

  規則・約束事に違反した場合は，自転車通学許可を停止，場合によっては取り消しを行いますのご了

承ください。 

 

○思斉中学校の自転車通学に関する約束事 

１）交通規則や学校のルールを守り，安全に十分に気を配ること。 

  ・左側の端を 1列で運転します。 

  ・2 人乗りは絶対にしません 

  ・ヘルメット・タスキを必ず着用し，運転します。 

  ・黒バックは背負い，青バックは荷台にゴム紐（荷ひも）でくくりつけます。 

  ・校門付近，校内は歩行者に注意し，押して移動します。 

  ・駐輪は所定の場所に整列して置きます。また，鍵をかけ，防犯に努めます。 

２）ハンドルやブレーキを上げる，下げる等の改造自転車は使用しないこと。 

  春季休業中に下記項目を点検し，できている項目にチェックをしてください。不備があれば始業式前

までに修理を行ってください。 
 

自転車の整備について  

 

  □ 鍵がついており，正常に作動する。  

  □ ブレーキは正常に作動する。  

  □ ライトは正常に作動する。（オートライトを推奨します） 

  □ 後方に反射板がついている。  

  □ ベルは正常に作動する。  

  □ 前方にかご，後方に荷台，ゴム紐（荷ひも）が設置している。  

  □ ハンドルは正しい位置にあり，固定されている。  

□ ヘルメットと蛍光タスキが準備してある。 

□ スタンドは両足スタンドで，まっすぐ自立する。 

□ ステッカーが後方反射板の下に付いている。 

□ 防犯登録が確実にしてある。 

  

 

  防犯登録番号     ―         



 
 

自転車通学許可申請書（学校提出用）  

 

佐賀市立小中一貫校思斉館中学部 

        学 校 長 様 

 

 私は，「道路交通法」を厳守し，自転車で安全に登下校したいと思いますので，許可してく

ださるよう申請いたします。 

 なお，使用する自転車は左記の「自転車の整備について」の項目すべてを満たしていること

を申し添えます。 

 

 

 

     住 所  佐賀市                             

    

 

       年   組   番    生徒氏名                   

    

 

                   保護者氏名                  

 

 

 

     ステッカー番号（８，９年生で既登録者のみ）       －         

 

 

 

     防犯登録番号        －              

              

  

 

 

 

 

 

 


